
【表１】

自己負担限度額
（※１ 平成26年12月まで）

ア　上位所得の人

70歳未満で他の医療証を持っていない人

70歳以上75歳未満の人（前期高齢者）

所 得 区 分
（平成26年度市民税所得金額）

所 得 区 分
（平成26年度市民税所得金額）

所 得 区 分
（平成26年度市民税所得金額）

世帯すべての国保被保
険者の合計所得金額が
600万円を超える人

150,000円＋
（医療費－500,000円）×１％

（○多83,400円）

80,100円＋
（医療費－267,000円）×１％

（○多44,400円）

15,000円

24,600円
44,400円

44,400円

8,000円

12,000円

80,100円＋
（医療費－267,000円）×１％

（○多44,400円）

35,400円
（○多24,600円）イ　市民税非課税の人

国保加入の世帯主およ
び世帯員全員が市民税
非課税の人

ウ　一般所得の人 ア・イ以外の人

※１　平成27年１月から変更されます。詳細は市ホームページのほか、広報もり
　　　ぐちでも追ってお知らせします。
※多数該当（○多）･･･同一世帯で受診月を含め、過去直近１年間に４回以上自己負
 担限度額を支払った場合の４回目以降の自己負担限度額

【表２】
項　　目 内　　容

平成26年８月１日～平成27年７月31日
平成26年度市民税申告所得金額

（平成25年1月1日～12月31日までの所得金額）

１．給付対象となる期間
２．給付判定の基準と
　　なる所得金額

付帯条件 一部負担割合

キ　市民税課税所得金額が145万円
　　未満の人
ク　市民税課税所得金額が145万円
　　以上であって、以下に該当し、
　　申請した人
　　○高齢者単身で合計収入額
　　　383万円未満の場合（要申請）
　　○高齢者複数で合計収入額
　　　520万円未満の場合（要申請）
ケ　キ・ク以外の人

昭和19年４月２日以降生まれ ２割
昭和19年４月１日以前生まれ １割

昭和19年４月１日以前生まれ １割

昭和19年４月２日以降生まれ ２割

３割

70歳以上の人の一部負担割合
【表３】

自己負担限度額
外来の場合
（個人ごと）

入院と外来の場合
（世帯ごと）

エ　現役並
　　所得の人

市民税課税所得
金額が 145 万円
以上の人

オ　市民税
　　非課税の人

Ⅰ　年金収入が
　　80万円以下
　　などの人
Ⅱ　Ⅰ以外の人

カ　一般所得の人 エ・オ以外の人
※課税所得金額･･･所得金額から基礎控除をはじめ、人的控除や社会保険料控除
 などの各種控除を差し引いた後の所得金額

８
月
１
日
㈮
か
ら

国
民
健
康
保
険
の
給
付
の

所
得
判
定
基
準
が
変
更

国民健康
保険料に
関する

Ｑ＆Ａ

国民年金
現況届
７月中に
提出を

水
色
に
変
更

〜
国
民
健
康
保
険

　
高
齢
受
給
者
証
〜

国民年金保険料
免　除　制　度

　

医
療
機
関
な
ど
で
高
額
な
治

療
を
受
け
る
場
合
、
支
払
っ
た

医
療
費
の
自
己
負
担
額
に
つ
い

て
は
、
月
額
で
限
度
額
（
自
己

負
担
限
度
額
）
が
設
け
ら
れ
て

お
り
（
表
１
）
、
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
て
医
療
費
を
支
払

っ
た
場
合
、
超
え
た
額
が
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
の
自
己
負
担
限
度
額
に

係
る
所
得
判
定
の
基
準
が
８
月

１
日
㈮
か
ら
変
わ
り
ま
す
（
表

２
）
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
か
ら
課
税
世
帯
に
な
っ

た
場
合
な
ど
は
、
自
己
負
担
限

度
額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
引
き
続
き
医
療
機
関

な
ど
に
入
院
や
通
院
を
し
、
高

額
な
治
療
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
の
更
新
が
必
要
で
す

の
で
、
保
険
課
窓
口
で
手
続
を

し
て
下
さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
険
課
に
問
合
せ

下
さ
い
。

※

表
２
の
平
成
26
年
度
市
民
税

申
告
所
得
金
額
を
表
１
の
所
得

区
分
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
１

か
月
に
各
世
帯
が
負
担
す
る
自

己
負
担
限
度
額
が
決
ま
り
ま

す
。

※

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限

度
額
は
、
年
齢
70
歳
で
区
分
さ

れ
て
い
て
表
１
の
と
お
り
で

す
。

　

７
月
18
日
㈮
ご
ろ
、
70
歳
以

上
の
人
に
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
（
水
色
）
を
郵
送
し

ま
す
。
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険

の
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
を

必
ず
窓
口
へ
提
示
し
て
下
さ
い

（
70
歳
以
上
の
人
の
一
部
負
担

割
合
に
つ
い
て
は
、
表
３
の
と

お
り
で
す
）
。

　

ま
た
、
８
月
１
日
㈮
以
降
に

70
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
月

（
１
日
誕
生
日
の
人
は
そ
の
前

月
）
の
20
日
前
後
に
高
齢
受
給

者
証
を
郵
送
し
、
誕
生
月
の
翌

月
１
日
（
１
日
誕
生
日
の
人
は

そ
の
日
）
か
ら
の
適
用
と
な
り

ま
す
。

問
合
先　

保
険
課
（
☎
６
９
９

２
・
１
５
４
５
）

Ｑ
１
．
平
成
26
年
度
国
民
健
康

保
険
料
の
納
入
通
知
書
が
送
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
保
険
料
の
金

額
や
計
算
方
法
の
説
明
が
聞
き

た
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
た
ら

い
い
で
す
か
？

Ａ
．
保
険
料
に
関
す
る
問
合
せ

は
、
保
険
課
に
相
談
し
て
下
さ

い
。
保
険
料
の
計
算
方
法
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
同
封
の
計

算
例
な
ど
で
確
認
し
て
下
さ

い
。

Ｑ
２
．
送
ら
れ
て
き
た
保
険
料

の
納
入
通
知
書
の
支
払
い
が
６

月
か
ら
に
な
っ
て
い
ま
す
。

４
・
５
月
分
は
払
わ
な
く
て
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
．
保
険
料
は
４
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
12
か
月
分
を
、
６

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回

割
で
支
払
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
４
・
５
月
は
通
常
、
支
払

い
が
な
い
月
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
支
払
い
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
．
会
社
で
社
会
保
険
を
取

得
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
26
年

度
保
険
料
の
納
入
通
知
書
が
送

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ど
う
し
た

ら
い
い
で
す
か
？

Ａ
．
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
の

手
続
き
が
で
き
て
い
な
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
か
ら
社
会
保
険
に
変
更
し
た

場
合
、
必
ず
国
民
健
康
保
険
の

喪
失
の
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
手
続
き
を

し
て
い
な
い
人
は
、
必
ず
社
会

保
険
の
保
険
証
と
国
民
健
康
保

険
の
保
険
証
、
印
鑑
を
持
参
し

て
保
険
課
で
手
続
き
を
し
て
下

さ
い
。
手
続
き
し
た
翌
月
の
半

ば
ご
ろ
に
、
社
会
保
険
に
加
入

す
る
ま
で
の
保
険
料
の
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
５
月
末
ま
で
に
国
民

健
康
保
険
喪
失
の
手
続
き
を
し

た
人
に
は
、
社
会
保
険
を
取
得

す
る
ま
で
の
保
険
料
分
の
み
を

通
知
し
て
い
ま
す
の
で
、
支
払

う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
４
．
保
険
料
を
納
期
限
ま
で

に
支
払
わ
な
い
場
合
は
、
ど
う

な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
納
期
限
ま
で
に
支
払
わ
な

い
場
合
に
は
、
督
促
状
や
催
告

書
を
送
付
し
ま
す
。
さ
ら
に
滞

納
を
続
け
る
と
、
有
効
期
限
の

短
い
保
険
証
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
な
事
情

が
な
く
滞
納
を
続
け
て
い
る

と
、
預
貯
金
や
財
産
の
差
押
え

に
至
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
保
険
収
納
課
に
相

談
し
て
下
さ
い
。

Ｑ
５
．
通
知
さ
れ
た
保
険
料
の

支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
ど

う
し
た
ら
い
い
で
す
か
？

Ａ
．
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
、
保
険
料
の
支
払
い
方
法
を

相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
保
険
収
納
課
へ
問
合
せ
下

さ
い
。
ま
た
、
一
定
事
由
に
限

り
、
書
類
を
添
付
し
、
保
険
料

の
減
額
申
請
が
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
課
へ
問

合
せ
下
さ
い
。

問
合
先　

保
険
課
（
☎
６
９
９

２
・
１
５
３
２
、
１
５
４
５
、

１
６
２
５
）
、
保
険
収
納
課

（
☎
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、

１
５
３
８
）

　

国
民
年
金
制
度
は
、
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が

加
入
し
、
老
後
の
老
齢
基
礎
年

金
の
ほ
か
、
万
が
一
の
と
き
に

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
取
れ
る
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
月
１

万
５
千
250
円
で
す
が
、
経
済
的

な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
手
続

き
に
よ
り
保
険
料
が
免
除
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度

は
、
「
全
額
免
除
制
度
」
と
、

「
¼
納
付
制
度
」
「
半
額
納
付

制
度
」
「
¾
納
付
制
度
」
と
い

っ
た
一
部
納
付
制
度
（
３
段

階
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る

場
合
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ

れ
一
定
の
基
準
額
以
下
で
あ
る

こ
と
が
条
件
で
す
（
平
成
25
年

１
月
以
降
に
離
職
し
た
場
合

は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

や
同
離
職
票
な
ど
の
写
し
を
添

付
し
て
下
さ
い
）
。

　

平
成
26
年
度
（
平
成
26
年
７

月
〜
平
成
27
年
６
月
）
の
免
除

申
請
に
つ
い
て
は
、
７
月
か
ら

受
付
を
開
始
し
ま
す
が
、
過
去

の
期
間
に
関
す
る
免
除
申
請

（
申
請
書
受
付
月
か
ら
２
年
１

か
月
前
ま
で
の
未
納
保
険
料
）

に
つ
い
て
は
、
随
時
申
請
で
き

ま
す
。
そ
の
際
は
、
各
申
請
年

度
の
前
年
所
得
で
審
査
を
行
い

ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ

た
期
間
の
老
齢
基
礎
年
金
額

は
、
全
額
納
め
た
場
合
と
比
較

し
て
、
¾
を
納
付
し
た
期
間
の

場
合
は
⅞
の
支
給
、
同
様
に
半

額
を
納
付
し
た
期
間
の
場
合
は

¾
、
¼
を
納
付
し
た
期
間
の
場

合
は
⅝
、
全
額
免
除
さ
れ
た
期

間
は
½
に
相
当
す
る
額
が
年
金

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ

る
た
め
安
心
で
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
納
付
制
度

は
、
納
付
す
べ
き
保
険
料
が
未

納
と
な
っ
た
場
合
、
老
齢
・
障

害
・
遺
族
の
各
基
礎
年
金
受
給

資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ず
、
免

除
が
無
効
と
な
る
の
で
、
必
ず

所
定
の
保
険
料
を
納
付
し
て
下

さ
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」
30
歳
未
満
の
人
の

保
険
料
納
付
が
猶
予
（
所
得
審

査
あ
り
）
、
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
学
生
の
保
険
料
納
付
の

猶
予
（
所
得
審
査
あ
り
）
が
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
免
除
ま
た
は
猶
予
さ

れ
た
保
険
料
は
、
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
少
な
く
な
ら
な
い

よ
う
、
10
年
以
内
に
追
納
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
承
認
さ
れ
た
期

間
が
属
す
る
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
以
降
に
納
付
す
る
場

合
は
、
経
過
し
た
年
数
に
応
じ

た
一
定
の
額
が
加
算
さ
れ
ま

す
。

　

20
歳
前
発
症
の
傷
病
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
（
年
金
コ
ー
ド

２
６
５
０
、
６
３
５
０
、
６
３

５
１
）
を
受
け
て
い
る
人
は
、

毎
年
７
月
中
に
現
況
届
（
所
得

状
況
届
）
を
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

現
況
届
の
用
紙
は
、
守
口
年

金
事
務
所
か
ら
受
給
者
に
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
同
封
の
「
し

お
り
」
を
参
考
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
総
合
窓
口
課
年
金
担

当
へ
提
出
し
て
下
さ
い
（
郵
送

可
）
。

○
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に

他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し

た
人
は
、
前
住
所
地
の
所
得

証
明
書
を
添
付
し
て
下
さ

い
。

○
他
の
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
「
年
金
額
改
定

通
知
書
」
の
写
し
と
「
国
民

年
金
障
害
基
礎
年
金
受
給
権

者
支
給
停
止
額
変
更
届
」
を

添
付
し
て
提
出
し
て
下
さ

い
。

○
診
断
書
の
提
出
を
必
要
と
す

る
受
給
者
に
は
所
定
の
「
診

断
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
医
師
に
７
月
中
の
診
断

証
明
を
受
け
、
現
況
届
と
と

も
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

　

な
お
、
他
の
年
金
を
受
け
て

い
る
人
は
、
毎
年
誕
生
月
に
現

況
届
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で

（
住
民
票
コ
ー
ド
で
確
認
で
き

る
人
は
除
く
）
、
日
本
年
金
機

構
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

問
合
先　

総
合
窓
口
課
年
金
担

当
（
☎
６
９
９
２
・
１
５
２

４
）
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